
政
令
第
二
百
四
号

電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
輸
出
入
等
関
連
業
務
の
処
理
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
輸
出
入
等
関
連
業
務
の
処
理
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
二
年
法
律
第
五
十
四
号

）
第
二
条
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
輸
出
入
等
関
連
業
務
の
処
理
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
五
十
二
年
政
令
第
二
百
二
十
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
項
第
二
号
ロ
中
「
昭
和
三
十
年
法
律
第
三
十
七
号
」
の
下
に
「
。
以
下
「
輸
徴
法
」
と
い
う
。
」
を
加
え
、
同

号
ハ
中
「
輸
入
品
に
対
す
る
内
国
消
費
税
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
」
を
「
輸
徴
法
」
に
改
め
、
同
号
ト
中
「
か
ら
第
五
五
号

の
二
ま
で
」
を
「
、
第
五
五
号
、
第
五
五
号
の
三
」
に
改
め
、
「
第
五
七
号
」
の
下
に
「
、
第
五
八
号
」
を
加
え
、
「
、
第
九

一
号
の
三
」
を
削
る
。

別
表
第
四
〇
号
の
二
中
「
申
請
」
の
下
に
「
又
は
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
同
項
に
規
定
す
る
貨
物
確
認
書
の
提
出
」
を

加
え
る
。

別
表
第
四
二
号
中
「
第
六
十
一
条
第
一
項
（
輸
出
申
告
又
は
輸
入
申
告
の
内
容
を
確
認
す
る
た
め
の
書
類
等
）
に
規
定
す
る



仕
入
書
及
び
包
装
明
細
書
に
限
る
」
を
「
第
六
十
一
条
第
一
項
第
一
号
（
輸
出
申
告
又
は
輸
入
申
告
の
内
容
を
確
認
す
る
た
め

の
書
類
等
）
に
規
定
す
る
原
産
地
証
明
書
（
以
下
「
原
産
地
証
明
書
」
と
い
う
。
）
、
同
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
締
約
国
原

産
地
証
明
書
（
以
下
「
締
約
国
原
産
地
証
明
書
」
と
い
う
。
）
（
経
済
上
の
連
携
の
強
化
に
関
す
る
日
本
国
と
メ
キ
シ
コ
合
衆

国
と
の
間
の
協
定
第
三
十
九
条
⒝
、
日
本
国
と
ス
イ
ス
連
邦
と
の
間
の
自
由
な
貿
易
及
び
経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
協
定
附
属

書
二
第
十
五
条
⒝
又
は
経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日
本
国
と
ペ
ル
ー
共
和
国
と
の
間
の
協
定
第
五
十
三
条
⒝
に
規
定
す
る
原
産

地
申
告
（
以
下
「
原
産
地
申
告
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
及
び
同
号
ハ
に
規
定
す
る
締
約
国
品
目
証
明
書
を
除
く
」
に
改
め

る
。別

表
第
五
三
号
の
二
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五
三
の
三

関
税
法
施
行
令
第
三
十
六
条
の
三
第
二
項
（
外
国
貨
物
を
置
く
こ
と
の
承
認
の
申
請
）
の
規
定
に
よ
る
書

類
（
原
産
地
証
明
書
を
除
く
。
）
の
添
付
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
締
約
国
原
産
地
証
明
書
（
原
産

地
申
告
に
限
る
。
）
の
提
出
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
同
令
第
六
十
一
条
第
一
項
第
二
号
ロ
に
規
定

す
る
運
送
要
件
証
明
書
（
以
下
「
運
送
要
件
証
明
書
」
と
い
う
。
）
の
提
出
又
は
同
令
第
三
十
六
条
の
三

第
七
項
の
規
定
に
よ
る
証
明



別
表
第
五
五
号
中
「
提
出
」
の
下
に
「
、
同
令
第
五
十
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
三
十
六
条
の
三
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
書
類
（
原
産
地
証
明
書
を
除
く
。
）
の
添
付
、
同
令
第
五
十
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
三
十
六
条
の
三
第
三

項
の
規
定
に
よ
る
締
約
国
原
産
地
証
明
書
（
原
産
地
申
告
に
限
る
。
）
の
提
出
、
同
令
第
五
十
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
同

令
第
三
十
六
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
運
送
要
件
証
明
書
の
提
出
、
同
令
第
五
十
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
三

十
六
条
の
三
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
証
明
」
を
加
え
る
。

別
表
中
第
五
五
号
の
二
を
第
五
五
号
の
三
と
し
、
第
五
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五
五
の
二

関
税
法
施
行
令
第
五
十
一
条
の
四
第
二
項
（
保
税
展
示
場
に
入
れ
る
外
国
貨
物
に
係
る
承
認
）
の
規
定
に

よ
る
書
類
の
添
付
又
は
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
証
明

別
表
第
五
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五
六
の
二

関
税
法
施
行
令
第
五
十
一
条
の
十
二
第
二
項
（
外
国
貨
物
を
置
く
こ
と
等
の
承
認
の
申
請
）
の
規
定
に
よ

る
書
類
（
原
産
地
証
明
書
を
除
く
。
）
の
添
付
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
締
約
国
原
産
地
証
明
書
（

原
産
地
申
告
に
限
る
。
）
の
提
出
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
運
送
要
件
証
明
書
の
提
出
又
は
同
条
第

七
項
の
規
定
に
よ
る
証
明



別
表
第
五
七
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五
七
の
二

関
税
法
施
行
令
第
五
十
九
条
第
二
項
（
輸
入
申
告
の
手
続
）
の
規
定
に
よ
る
書
類
の
提
示

別
表
第
六
四
号
中
「
確
認
の
申
請
」
を
「
申
告
書
及
び
書
類
の
添
付
」
に
改
め
る
。

別
表
第
六
四
号
の
二
中
「
明
細
書
」
を
「
許
可
書
又
は
証
明
書
、
書
類
及
び
明
細
書
」
に
改
め
る
。

別
表
第
六
四
号
の
四
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六
四
の
五

関
税
定
率
法
施
行
令
第
十
六
条
第
一
項
（
再
輸
入
免
税
貨
物
の
輸
入
の
手
続
）
の
規
定
に
よ
る
許
可
書
又

は
証
明
書
の
提
示

別
表
中
第
六
五
号
の
一
八
を
第
六
五
号
の
一
九
と
し
、
第
六
五
号
の
五
か
ら
第
六
五
号
の
一
七
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ

る
。別

表
第
六
五
号
の
四
中
「
含
む
。
）
」
の
下
に
「
並
び
に
関
税
定
率
法
施
行
令
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
書
類
及
び

証
明
書
の
添
付
」
を
加
え
、
同
号
を
同
表
第
六
五
号
の
五
と
し
、
同
表
第
六
五
号
の
三
を
同
表
第
六
五
号
の
四
と
す
る
。

別
表
第
六
五
号
の
二
中
「
提
出
」
の
下
に
「
及
び
書
類
の
添
付
」
を
加
え
、
同
号
を
同
表
第
六
五
号
の
三
と
し
、
同
表
第
六

五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。



六
五
の
二

関
税
定
率
法
施
行
令
第
十
六
条
の
六
（
外
国
で
採
捕
さ
れ
た
水
産
物
等
の
免
税
の
手
続
）
の
規
定
に
よ
る

書
類
の
提
出

別
表
第
六
六
号
中
「
届
出
）
の
規
定
に
よ
る
」
の
下
に
「
輸
徴
法
第
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す

る
旨
並
び
に
」
を
加
え
る
。

別
表
第
六
七
号
中
「
第
二
十
六
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
」
の
下
に
「
輸
徴
法
第
十
六
条
の
三
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け

よ
う
と
す
る
旨
並
び
に
」
を
加
え
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六
七
の
二

関
税
定
率
法
施
行
令
第
五
十
四
条
の
十
八
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
五
十
四
条
の
十
三
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
書
面
の
提
出
（
輸
徴
法
施
行
令
第
二
十
六
条
の
九
に
お
い
て
準
用
す
る
輸
徴
法
施
行
令
第
二
十
六

条
の
四
の
規
定
に
よ
る
輸
徴
法
第
十
六
条
の
三
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
旨
並
び
に
課

税
物
品
の
品
名
及
び
数
量
等
の
付
記
を
含
む
。
）

別
表
第
八
六
号
及
び
第
八
九
号
中
「
輸
入
品
に
対
す
る
内
国
消
費
税
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
」
を
「
輸
徴
法
」
に
改
め
、

同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

八
九
の
二

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
四
十
八
条
の
九
第
一
項
（
引
取
り
に
係
る
石
油
製
品
等
の
免
税
の
手
続
等
）



の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の
提
出

附

則

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
五
年
十
月
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。


